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第４７号議案 令和３年度藤枝市一般会計補正予算（第３号） 別冊

第４８号議案 藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 1

第４９号議案 藤枝市税条例の一部を改正する条例 2

第５０号議案 藤枝市手数料徴収条例の一部を改正する条例 3

第５１号議案 市有財産の取得について（消防団用消防ポンプ自動車（ＣＤ－１型）２台） 4
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１ 

 

第４８号議案  

藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例  

 藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和 62年藤枝市条例第４号）の一部を

次のように改正する。  

第３条第２項第２号中「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等

の政令 (令和２年政令第 11号 )第１条」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律（平成 10年法律第 114号）第６条第７項第３号」に改める。  

附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 

 

第４９号議案  

藤枝市税条例の一部を改正する条例  

藤枝市税条例（昭和 29 年藤枝市条例第 14 号）の一部を次のように改正する。  

第２４条第２項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控除対象扶

養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。  

第３７条の２の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢１６歳未満の者

に限る」に改める。  

附則第５条第１項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控除対象

扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。  

附則第６条中「令和４年度」を「令和９年度」に改める。  

附  則  

（施行期日）  

第１条  この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日

から施行する。  

⑴  附則第６条の改正規定  令和４年１月１日  

⑵  第２４条第２項及び第３７条の２の３第１項の改正規定並びに附則第５条第

１項の改正規定並びに次条の規定  令和６年１月１日  

（市民税に関する経過措置）  

第２条  前条第２号に掲げる規定による改正後の藤枝市税条例の規定中個人の市民

税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令

和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 

 

第５０号議案  

藤枝市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

 藤枝市手数料徴収条例（平成 12年藤枝市条例第３号）の一部を次のように改正す

る。  

別表第１１の表中  

「  

(13) 住民票の閲覧  300円  1人を 1件とする。  

(14) 個人番号カードの再交付  800円  1枚を 1件とする。  

(15) その他の証明  300円  1通を 1件とする。  

」  

を  

「  

(13) 住民票の閲覧  300円  1人を 1件とする。  

(14) その他の証明  300円  1通を 1件とする。  

」  

に改める。  

附  則  

 この条例は、令和３年９月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 

 

第５１号議案   

   市有財産の取得について（消防団用消防ポンプ自動車（ＣＤ－１型）２  

台）  

 次の財産を取得することについて、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第９６条

第１項第８号の規定により議会の議決を求める。  

 

記  

 

１  名称及び数量  消防団用消防ポンプ自動車（ＣＤ－１型）  ２台  

２  契約の方法   指名競争入札  

３  取 得 金 額  ３９，５８８，４８０円  

４  取得の相手方  駿東郡長泉町中土狩８２１番地６  

         小川ポンプ工業株式会社三島営業所  

         所長代理  杉﨑勝仁  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 

 

令和３年藤枝市議会定例会６月定例月議会 

議案提案理由書（第４８号議案～第５１号議案） 
 

第４８号議案  

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において新型インフル

エンザ等感染症として新型コロナウイルス感染症が定義されたことに伴い、新型コ

ロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令が廃止されたため、引用し

ている定義規定を改めるものであります。  

 

第４９号議案  

地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、市民税の非課税基準の判定に用

いる「扶養親族」の範囲を見直すとともに、特定一般用医薬品等購入費を支払った

場合の医療費控除の特例期間を延長するなど所要の改正を行うものであります。  

 

第５０号議案  

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部

改正に伴い、個人番号カードの再交付に係る手数料が、地方公共団体情報システム

機構との委託契約に基づき徴収することになるため、当該規定を削るものでありま

す。  

 

第５１号議案  

本件は、消防団用消防ポンプ自動車（ＣＤ－１型）２台を取得するものでありま

す。  

 令和３年５月２０日に１６者による指名競争入札を実施した結果、小川ポンプ工

業株式会社三島営業所が入札額３５，９６０，０００円で落札したので、これに消

費税３，５９６，０００円、法定手数料等３２，４８０円を加算した金額で売買契

約を締結するものであります。  

 車両の納期限は、令和４年３月３１日であります。  

 

 

 


